
番号 事務事業名称 所属名称 事業の内容
平成29年度
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評価

二次
評価
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事業の
方向性

評価の理由

1 景観指導・協議
街づくり支援部
開発指導課

　景観条例に基づく事前協議に
対して、都市景観に学識を有す
る景観アドバイザーの助言を踏
まえ、必要な助言、指導を行う
ことで、地域特性を生かした良
好な景観の保全や創出に資する
計画となるよう誘導を図る事業
です。

2,068,000 拡充 拡充 拡充

・屋外広告物の表示等を
事前協議の対象に追加す
ることに伴い、景観アド
バイザー会議の開催回数
を増やします。
（現行年間24回→74回程
度を想定）

・一次評価においては、個性的で多様な街並みが形成されている中でき
め細かい誘導により景観形成を進め、屋外広告物の表示等を事前協議の
対象として追加する方針のため、「拡充」と評価しました。
・二次評価においては、港区屋外広告物景観形成ガイドライン（素案）
の内容を踏まえ、事前協議対象に屋外広告物を追加することに伴い、制
度の充実を図る必要があることから、「拡充」と評価しました。
・三次評価においては、景観形成の新たな取組として、港区屋外広告物
景観形成ガイドライン（素案）に基づき、屋外広告物の表示等が事前協
議の対象となるため、景観アドバイザー会議の開催回数を増やすことが
不可欠との判断から、「拡充」と評価しました。
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2
芝地区
緑化普及啓発

芝地区総合支所
まちづくり担当

2,839,000

3
麻布地区
緑化普及啓発

麻布地区総合支所
まちづくり担当

2,376,000

4
赤坂地区
緑化普及啓発

赤坂地区総合支所
まちづくり担当

725,000

5
高輪地区
緑化普及啓発

高輪地区総合支所
まちづくり担当

1,232,000

6
芝浦港南地区
緑化普及啓発

芝浦港南地区総合
支所
まちづくり担当

1,329,000

7 商工だより発行
産業・地域振興支
援部
産業振興課

　区内中小企業者や商店経営者
等への情報提供と相互の交流を
図り、企業経営や商品開発に役
立てるとともに、区民等に区内
商工業に関する情報を広く発信
することで、区内産業の状況を
広報する中小企業応援情報誌
「こうりゅう」を発行する事業
です。

5,260,000 改善 改善 改善

・新聞折込による各戸配
布を廃止します。
(104,500部→10,000部へ
縮減)
・ＩＣＴを活用した新た
な周知方法へ転換しま
す。(メールマガジン、
ＱＲコード等の活用)

・一次評価においては、商工だよりの各戸配布（新聞折り込み）を見直
し、費用対効果の面からも効果的な情報発信についてさらに検討してい
くことから、「改善」と評価しました。
・二次評価においては、配布方法を見直し、ＩＣＴを活用した効果的な
周知について検討する必要があることから、「改善」と評価しました。
・三次評価においては、各戸配布（新聞折り込み）から、ＩＣＴを活用
した効果的な周知方法へ移行するとともに、紙面を時代に適合した内容
に見直していくことが適切であると考えられるため、「改善」と評価し
ました。

8 緑化助成
環境リサイクル支
援部
環境課

　都市環境の改善と生活環境の
向上を図り、自然と共生できる
都市を目指し、民有地の緑化に
対し助成を行う事業です。区
民、区内事業者が所有する民有
地及び民間建築物の屋上等緑化
助成、生垣造成助成(植栽に要し
た費用の半額、長さ50m以内、1m
あたり18,000円)等を実施してい
ます。

10,330,000 改善 改善 改善
・生垣造成助成制度を廃
止し、代替となる制度を
検討します。

・一次評価においては、生垣造成助成は、高層住宅の増加により対象と
なる建物が減少していることや防犯面での懸念があり、需要が減少して
いること、またこの数年間助成の実績が無く、時代に合った緑化助成の
見直しを検討する必要があることから、「改善」と評価しました。
・二次評価においては、生垣造成助成制度の必要性が薄れていることを
踏まえ、時代に合った緑化推進事業への見直しを検討する必要があるこ
とから、「改善」と評価しました。
・三次評価においては、生垣造成助成制度を廃止し、時代に合った緑化
制度への見直しをすることが適切であるとの判断から、「改善」と評価
しました。

評価方法：一次評価は所管課による評価、二次評価は港区行政評価委員会事務事業評価部会による評価、三次評価は港区行政評価委員会による評価

　区民に緑の重要性や緑化を大
切にする意識を醸成し、緑に対
し広く理解と認識を高めること
を目的とする事業です。植木
市、園芸講座、敬老鉢植え・誕
生鉢植えの配布、グリーンバン
クを実施しています。

＊平成28年度誕生・敬老鉢植え
配布実績
誕生鉢植え：854鉢、敬老鉢植
え：777鉢

平成２９年度港区事務事業評価　三次評価対象事業評価結果
＜拡充＞

＜改善＞

改善 改善 改善

・誕生・敬老（75歳）鉢
植えの配布を廃止しま
す。
・参加型事業の充実等、
緑の増加につながる事業
の見直しについて検討し
ます。

・一次評価においては、特定世代への鉢植えの配布を廃止し、幅広い世
代の方が自主的に緑化普及啓発に取り組めるよう既存事業の質を高めて
いくことから、「改善」と評価しました。
・二次評価においては、緑化普及の効果が薄い誕生・敬老鉢植えの配付
に変え、参加型の事業の充実など効果的に見直しを行う必要があること
から、「改善」と評価しました。
・三次評価においては、特定世代への誕生・敬老鉢植えの配布を廃止
し、園芸講座など多くの区民が参加できる新たな緑化普及啓発事業へシ
フトしていくことが適切であるとの判断から、「改善」と評価しまし
た。
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9
集合住宅向け
省エネ取組支援

環境リサイクル支
援部
地球温暖化対策担
当

　区民の多くが集合住宅に居住
するという港区の特性を踏ま
え、集合住宅共用部分における
エネルギー使用量の効果的な抑
制を支援することにより、二酸
化炭素排出量を削減し、区にお
ける環境負荷低減を図る事業で
す。

1,311,000 改善 改善 改善

・省エネセミナーを終了
し、省エネガイドブック
により代替します。
・省エネコンサルタント
制度をより一層活用しま
す。

・一次評価においては、省エネセミナーのニーズが減少していることか
ら省エネセミナーの取組を終了し、省エネガイドブックでの情報提供に
絞り、省エネコンサルタント派遣を進める必要があることから、「改
善」と評価しました。
・二次評価においては、ニーズが減少している省エネセミナーを終了
し、省エネへの啓発は省エネガイドブックを活用して行うことから、
「改善」と評価しました。
・三次評価においては、利用が低迷している省エネセミナーは省エネガ
イドブックで代替できることから終了し、省エネコンサルタント派遣制
度の活用をより一層促進していくべきとの考えから、「改善」と評価し
ました。

10
防災住民組織
育成・支援

防災危機管理室
防災課

　区における住民の自主的な防
災住民組織の育成及びその円滑
な活動を支援する事業です。防
災住民組織の結成促進、防災資
器材助成、活動助成金の交付、
防災研修・講演会の開催、防災
士有資格者育成支援を実施して
います。

7,576,000 改善 改善 改善

・地域の実情や特性に応
じて、小型消防ポンプか
らスタンドパイプへ移行
します。

・一次評価においては、地域の特性に合った初期消火器具の適正な配備
について検討する必要性を認識し、「改善」と評価しました。
・二次評価においては、小型消防ポンプやスタンドパイプを含めた、地
域防災力の底上げに繋がるような効果的な配備の拡大について検討を実
施する必要があることから、「改善」と評価しました。
・三次評価においては、地域の実情や特性に応じて、小型消防ポンプを
スタンドパイプに移行するなど、防災住民組織の個々のニーズに対応し
た支援を進めていくことが望ましいと考えられることから、「改善」と
評価しました。
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11 区民交流ガーデン
産業・地域振興支
援部
地域振興課

　区民によるまちの緑化推進
や、花と緑に親しむ活動を通じ
た新たな地域コミュニティの形
成を図る事業です。

431,000 廃止 廃止 廃止
・高松中学校内のみで実
施している区民交流ガー
デン事業を廃止します。

・一次評価においては、新たな地域コミュニティの形成を図るといった
当初の目的と合致しなくなってきているため、「廃止」と評価しまし
た。
・二次評価においては、事業目的である新たな地域のコミュニティ形成
の効果は非常に限定的であり、地域振興課のコミュニティ振興事業とし
て実施することが適切でなくなってきていることから、「廃止」と評価
しました。
・三次評価においては、活動場所が限定的であるため、事業目的として
いる新たな地域コミュニティ形成の効果が低く、今後も効果が高まるこ
とは見込めないことから、「廃止」と評価しました。

12
ビルピット臭気等
対策設備設置費助
成

環境リサイクル支
援部
環境課

　建物の排水槽等から発生する
臭気を抑制し、生活環境の保全
を図るため、建築物の排水層
（通称：ビルピット）に臭気対
策設備を設置する際の費用の一
部（費用の1/4、上限25万円）を
助成する事業です。

250,000 廃止 廃止 廃止
・ビルピット臭気等対策
設備設置費助成制度を廃
止します。

・一次評価においては、区の指導・助言による経済的負担の軽い対策に
より改善している例が多く見られ、本事業による助成に至ったケースは
事業開始後６か年で２件に留まっていることから、「廃止」と評価しま
した。
・二次評価においては、経済的負担の軽い対策により臭気が改善されて
おり、事業の必要性が低いため、「廃止」と評価しました。
・三次評価においては、ビルピット対策指導要綱に基づく区の指導・助
言によるビル所有者が行う経済的負担の軽い対策で臭気の改善が図られ
ており、当事業の必要性が低いと判断できることから、「廃止」と評価
しました。

＜廃止＞


	三次評価対象事業評価結果

